
※このリーフレットは5,000部作成して、1部あたりの単価19.60円です。
寝屋川市から委託を受けた公的な相談機関です

★ ひとり暮らしを続けられるか不安

★ 介護保険のサービスを利用したい

★ 家に閉じこもりがちで気持ちもふさぐ

★ 最近、足腰が弱ってきた

★ 買い物など日常生活で少し不安がある

★ お金の管理や契約に自信がない

★ 親が認知症かもしれない

★ 家族の介護のしかたがわからない

★ 最近、近所のひとり暮らしの高齢者を見かけない

★ その他、高齢者について気になることがある 

　高齢者がお住まいになっている地域に

よって、ご相談いただく地域包括支援

センターが異なります。

　くわしくは裏表紙をごらんください。 
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★ 相談受付：月曜日～金曜日

(祝日を除く )

午前９：００～午後５：３０

地域包括支援センターに相談する人 地域包括支援センターに相談する内容 

★ 家族

★ ケアマネジャー

★ 本人

★ 民生委員・校区福祉委員

★ 市の関係部局

★ 医療機関

★ 近隣住民・知人

★ 介護サービス事業所

★ 他の地域包括支援センター

★ その他  

★ 介護保険サービス

★ 介護保険の申請

★ 生活上の相談

★ ケアマネジメント（継続的な相談など）

★ 認知症

★ 権利擁護（成年後見・消費者被害など）

★ 高齢者虐待

★ 医療サービス

★ 精神疾患

★ その他 

高齢者のことでお困りの場合は、

　　　　　　　　お気軽にお電話ください。 

高齢者やその家族の生活をいろいろな面から支える公的機関です。

市が委託した社会福祉法人などが運営しています。 

事務局：寝屋川市福祉部 高齢介護室（☎838-0372） 

主任ケアマネジャー（＊）、社会福祉士、保健師等の専門職が、

それぞれの専門性を活かしながらチームで業務を行います。 

＊主任ケアマネジャー 

　介護保険サービスやその他サービスを組み合わせてケアプランを作り、よりよい暮らしをサポート

するケアマネジャーの指導や地域の困りごとの解決に取り組む、一定の研修を修了したケアマネジャー

です。 

＊居宅介護支援事業所 

　在宅の要支援・要介護認定を受けた方にケアマネジャーがケアプランを作成してサービスの調整を

したり、生活や介護の相談をしたりする事業所です。 

＊成年後見制度 

　認知症や知的障害、精神障害で判断能力が
十分ではない人の「預貯金(財産)の管理」や
「日常生活でのさまざまな契約等」を支援す
る制度です。 

いろいろな相談に応じます みなさんの権利を守ります 

　高齢者についての相談全般。

　介護に関するお悩みや、福祉・医療に

関する相談などに対応します。

　近所のひとり暮らしの高齢者が心配、

介護サービスに不安があるなどいろいろな

相談に応じます。

　また、本人だけでなく家族の方からの

相談もお受けします。 

多方面から支援します 多方面から支援します

　高齢者のみなさんがいつまでも住み慣れ

た地域で暮らせるようにするため、さまざ

まな関係機関の人と情報を共有して話し合

います。

　居宅介護支援事業所 (＊) などのケアマネ

ジャーへの支援やネットワークづくりな

ど、適切なサービスの提供と住みやすい地

域づくりを支援します。 

多方面から支援します 自立した生活を支援します

　健康に不安のある高齢者がこれまでどお

りの生活を続けられるように心身の状態に

合わせて介護予防のお手伝いをします。 　

　要支援１・２と認定され、介護予防サー

ビスを利用したほうがよいと判断された方

に、介護予防ケアプランを作成して介護が

必要な状態にならないように支援します。

みなさんの権利を守ります

　高齢者虐待の早期発見、判断能力が不十

分な高齢者のための成年後見制度 (＊) の紹

介、悪質商法の被害防止など、毎日を安心

して暮らせるように情報提供や相談などに

対応します。 

　まずは、高齢者がお住まいになっている地域の地域包括支援センターを

調べてください。

　小学校区や中学校区がわかる場合は、裏表紙を参考にしてください。

わからない場合は、市役所の高齢介護室（☎838-0372）に電話して

確認してください。

　地域包括支援センターがわかったら、電話、ＦＡＸ、または直接訪問

して、「どういうことで困っているのか」を

おしえてください。ご本人でもご家族など

でもかまいません。
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